
園児の服薬について

【やむなく園に服薬を依頼する場合の注意事項】

　現在、清芳学園では、やむを得ない場合に限り、保護者の方々に
代わって教諭が与薬していますが、慎重に対応していくために、下
記の事項について趣旨をご理解の上ご協力をお願い致します。

１）保護者からの「薬の依頼書」に基づき対応します。

２）受診時に何の薬かを確認しましょう。

３）医師の指示があった薬、1 回分のみを対応します。従って、保

　    護者の判断のみで与薬させている薬については当園では取り
　    扱えません。薬は 1 回分に分けて持参させて下さい。

４）「薬の依頼書」には、薬の用途（風邪・咳・下痢止め・中耳炎等）
　   や与薬方法なども忘れずに記入してください。

５）薬の容器や袋にも氏名を記入してください。

６）「薬の依頼書」と薬を一緒にして、必ず職員（教諭）に手渡して
　   下さい。

７）服用期間中は、「薬の依頼書」を毎日提出して下さい。同じ薬が

　   続いている場合は、◯月◯日～◯月◯日と明記下さい。

※外用薬、その他の薬については、その都度ご相談下さい。
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